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重要事項説明書

１ 当社の理念
私たちは、医療・保健・福祉の分野で、地域の方々の生活を生涯に渡って支えることに最善を尽く

し、そして、そこで働いていることに誇りを持ちます。

２ 事業の目的と運営方針
事業者の運営する特別養護老人ホームハートホーム中央（地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護）は、要介護状態である利用者に対し、その有する能力に応じその居宅において自立した日
常生活を営むことができるよう、可能な限り居宅での生活への復帰を念頭におき、入居者が相互に
社会的関係を築くことの支援を行い、かつ常に入所者の立場に立って地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護サービスを提供します。

３ 事業所の概要

事 業 所 名 特別養護老人ホーム ハートホーム中央
所 在 地 山口県山口市神田町４－８
事業者指定番号 ３５９０３００２１０
提供可能サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定 員 ３ユニット２９名（ユニット１：１０名、ユニット２：１０

名、ユニット３：９名 、全室個室）
管理者及び連絡先 氏 名 連絡先

上田 隆文 ０８３－９４１－６７４０
サービス提供地域 山口市
職員体制等 職 種 配置総数：役割

管理者 １名：事業所の業務全ての一元的な管理
医師 １名：健康管理及び療養上の指導
生活相談員 １名：生活相談及び指導
介護支援専門員 １名：地域密着型施設サービス計画の作

成
看護職員 ２名：心身の健康管理、口腔衛生と機能

のチェック及び指導、保健衛生管理
介護職員 １７名：食事、入浴、排泄等、介護サー

ビスの提供
栄養士 １名：食事の献立作成、栄養計算、栄養

指導等
機能訓練指導員 １名：身体機能の向上・健康維持のため

の指導
（１日の標準的な 昼間職員 日勤時間帯を通じてユニットごとに１名

配置） 看護・介護職員 （ ～ ）（ ） 6:00 16:00
夜間職員（夜勤） 夜勤時間帯を通じて１階に１名、２階に
看護・介護職員 １名（ ～ ）（ ） 16:00 6:00

営業日・営業時間 ２４時間３６５日

４ サービスの内容
日の流れの中で行われる支援の内容は次の通りです。1

( ) 食事1
・管理栄養士による献立により、身体状況、疾病状況及び嗜好等を考慮しながら、食事の提供
に努めます。

( ) 入浴2
・適切な方法により利用者を入浴させ、また清拭を行います。
・重度であっても、身体状況に応じた設備を使用して入浴することができます。

( ) 排泄3
、 、 。・利用者の心身の状況に応じ 適切な方法により 排泄の自立について必要な援助を行います

( ) 機能訓練4
・機能訓練指導員により、入所者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の
回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

( ) 自立への支援5
・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
・重度化防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
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・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

( ) その他5
・褥そうが発生しないように適切な介護を行います。
・常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家
族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその他の援助を行います。

・施設には、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためにレクリエーションの機会を設
けます。

・施設の医師又は看護職員は、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとります。

５ サービス提供の責任者等
サービス提供の責任者は、次のとおりです。
なお、サービスについてご相談や不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。

責任者 氏名：木原 久江 連絡先（電話 ：０８３－９４１－６７４０）

６ サービス利用料及び利用者負担
( ) 利用者の方にお支払いいただく利用者負担金は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。1
また、居住費、食事提供に関わる費用、および日常生活においても常に必要となるもので、利用
者が負担することが適当と認められる費用については、利用者の実費負担となります。
居住費 １日あたり１，９７０円
朝食４２０円、昼食５７８円、夕食５７８円（嚥下食を希望の場合は１食あたり５０円追加）

( ) その他2
ア 自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきますようお願いします。
Ａ 自動口座引き落とし（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落とし。口座引落１件につ

き５０円の手数料をお支払いいただきます 。）
Ｂ 現金払い（毎月１５日までにお支払い願います 。）

イ 上記の利用者負担金は 「法定代理受領（現物給付 」の場合について記載しています。居、 ）
宅サービス計画を作成しない場合など 「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利、
用料（ 割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（９割）を請求することになり10
ます。

ウ 利用者負担金の滞納が３ヵ月分以上ある場合（または４ヶ月以前の滞納がある場合）には、
利用者負担金の未払金に対し、年利３％の延滞料を別途請求させていただきます。

７ サービス利用に当たっての留意事項
( ) サービス従事者に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。1
( ) 所持品・備品等の持ち込みは、記名をして、利用者もしくは連帯保証人等で行っていただきま2
す。また、利用者の所持品に関わる事故（紛失、破損等）につきましては、責任を負いかねます
のでご了承ください。

、 。 、 、 。( ) 面会時間は 原則８：３０～２０：３０時までとします また 消灯時間は ２１時とします3
( ) 入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより、お知らせ頂きます。4
( ) 入所者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、特別の理由がない限り受診して頂5
きます。

( ) 当事業所では、次の行為を禁止としておりますので、ご了承ください。6
・宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
・けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
・施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
・火気を用いること。
・故意に施設もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
・喫煙、飲酒
・ペットを持ち込むこと。
・営利行為、宗教活動・勧誘、特定の政治活動
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８ 看取りに関する指針

当事業所では、入所者様が不治の病に倒れた時や回復がほとんど不可能な状態になった時、自分
自身に対して、またご家族や職員・医師にこのようにしてほしいという意志や要望を出来るだけ反
映させたいと考えております。
事前指定書で入所者様及びご家族様から当事業所での看取りの希望があった場合は、主治医に意

見を求め、対応が可能と判断された場合に応じます。対応に当たっては、看護師が主治医との間で
医療処置・日常の生活管理等について連携をとりながら行ないます。

９ 身体拘束の禁止
原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、利用者および保証人の同意を書面にて得た上で身体拘束その

他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その様態および時間、その
際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

１０ 協力医療機関の名称

あんの循環器内科
住所：山口市吉敷中東一丁目１－１ 電話：０８３－９２４－１１５１

綜合病院 山口赤十字病院
住所：山口市八幡馬場５３－１ 電話：０８３－９２３－０１１１

済生会 山口総合病院
住所：山口市緑町２－１１ 電話：０８３－９０１－６１１１

医療法人 恵裕会 みやび歯科医院
住所：山口市江崎和井田２６９９－１ 電話：０８３－９８８－１１８４

１１ 相談窓口、苦情対応

○当事業所ではお客様からの相談や苦情に対して、次の様な体制で対応致します。
・何かありましたら、先ず苦情受付担当者にご一報願います。
・通報受付後、速やかに事実の調査と対応方法の検討を行い、苦情申出人に対してご回答いたし
ます。

担 当 役 割 担当者名および連絡先
苦情受付 苦情の受付、 木原 久江
担当者 確認、記録 電話番号： ０８３－９４１－６７４０

ＦＡＸ ： ０８３－９４１－６７９０
対応時間： 月）～（土）８：３０～１７：３０（

苦情解決 苦情の解決 上田 隆文
責任者 電話番号： ０８３－９４１－６７４０

事務次長 ＦＡＸ ： ０８３－９４１－６７９０（ ）
対応時間： 月）～（土）８：３０～１７：３０（

第三者委員 苦情の解決に 武田 宏子（湯田地区 民生委員）
（青藍会グル 対する助言、 山口市神田町９－１６
ープ全体を包 苦情の直接受 電話番号： ０８３－９２４－３０９１
括） 付 重富 建久（宮野地区 民生委員）

山口市宮野下３１１－２
電話番号： ０８３－９２５－１８１２

末宗 諭史（小原地区民生・児童委員）
山口市黒川７６５－６
電話番号： ０８３－９２４－６５０３

梶田 ヨシコ（前 佐山地区 民生委員）
山口市佐山２２９４
電話番号： ０８３－９８９－３２８７

○公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。
山口市介護保険課 所在地 ： 山口市亀山２－１

電話番号： ０８３－９３４－２７９５
山口県国民健康保険団体 所在地 ： 山口市朝田１９８０－７
連合会（国保連） 電話番号： ０８３－９９５－１０１０
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１２ 非常災害対策
( ) 地震・風水害等、災害発生時には、管理者、防災管理者及び事務長の判断により、当事業を休1
止する場合があります。

( ) 当事業所では、非常災害には次のような体制で対応します。2
防災管理者（防火管理者） 上田 隆文
非常時の対応方法 当事業所の定めるマニュアルによる
平常時の訓練 ２回／年（春・秋 、設備点検もあわせて実施）
防災設備 消火器、誘導灯、自動火災報知設備、消防署へ通報す

る火災通報設備、スプリンクラー設備

１３ 事故・問題発生時等、緊急時の対応
事故・問題が発生した場合、利用者の状態を確認し、必要な処置を行ないます。事故・問題の発生

状況、利用者の状態については「事故報告書」に記録を残し、管理者より利用者のご家族に報告をし
ます。また、必要であれば関連部署、市町村にも連絡をします。

各部署で発生した事故・問題に対して、管理者は自分の部署の職員と発生した事故・問題について
「事故報告書」を基に対処方法を検討、決定し、是正処置を行います。また、管理者は発生した事故
・問題の内容を確認し、その事故・問題の発生原因を職員と共に究明し、再発防止に努めます。

１４ 当社の概要

名称・法人種別 社会福祉法人 青藍会
代表者名 理事長 阿武 義人
本社 所在 地 ・電 所在地 ：山口市吉敷中東一丁目１－２
話 電話番号：０８３－９３３－６０００
業務の概要 訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、夜間対応型ヘル

パーステーション、デイサービスセンター、グループホーム、在
宅介護支援センター、居宅介護支援事業所、有床診療所、短期入
所施設、保育園、有料老人ホーム、住宅、特別養護老人ホームの
設置経営

事業所数 ２７

【 説明確認欄 】

平成 年 月 日

サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。

（事業所）社会福祉法人 青藍会 理事長 阿武 義人 印
特別養護老人ホーム ハートホーム中央 山口市神田町４－８

サービス契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受けました。

（利用者） 住所

氏名 印

（連帯保証人１） 住所

氏名 印

（連帯保証人２） 住所

氏名 印
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（別紙資料）

特別養護老人ホーム ハートホーム中央 利用料金
（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

【介護保険料法定利用料自己負担金】
・自己負担金は、介護保険料法定利用料の総額に対して１割となります。

○ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ （１日あたり））
要介護１ ６５９円
要介護２ ７２９円
要介護３ ８０２円
要介護４ ８７２円
要介護５ ９４１円

○各種加算（１日あたり）
看護体制加算（Ⅰ）イ １２円
若年性認知症利用者受入加算 １２０円
外泊時の費用 ２４６円
初期加算 ３０円
（入所日から３０日間）
退所時等相談援助加算

退所前訪問相談援助加算 ４６０円
（退所の前に居宅を訪問して相談援助を行った場合）
退所後訪問相談援助加算 ４６０円
（退所の後に居宅を訪問して相談援助を行った場合）
退所時相談援助加算 ４００円
（退所時に相談援助を行った場合）
退所前連携加算 ５００円
(退所前に居宅介護支援事業者と連絡調整を行った場合)

口腔機能維持管理体制加算 ３０円
療養食加算 ２３円

医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養
量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃
潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び
特別な場合の検査食を提供する場合

看取り介護加算
死亡日以前４日以上３０日以下 ８０円
死亡日の前日及び前々日 ６８０円
死亡日 １，２８０円

在宅復帰支援機能加算 １０円
前６ヶ月間に退所した利用者のうち、在宅で介護を受け
ることとなった者の割合が２０％以上の場合

在宅・入所相互利用加算 ３０円
在宅生活を継続する観点から、複数人があらかじめ在宅
期間と入所期間を定め、同一の個室を計画的に利用する
場合（入所期間は３ヶ月を限度）

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円
認知症のため、緊急にサービスを利用した場合

日常生活継続支援加算
次の２点をいずれも満たす場合 ２３円
・入所者のうち、要介護４以上の者が７０％以上、日常
生活自立度ランクⅢ以上の者が６５％以上又は喀痰吸
引・経管栄養の必要がある者が１５％以上

・介護福祉士の員数が、常勤換算で入所者の数が６又は
その端数を増すごとに１以上

サービス提供体制強化加算（ ） １２円I
介護職員のうち、介護福祉士の割合が５０％以上

サービス提供体制強化加算（ ） ６円II
看護・介護職員のうち、常勤職員の割合が７５％以上
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サービス提供体制強化加算（ ） ６円III

サービスを直接提供する職員のうち、勤続年数３年以上
の職員の割合が３０％以上

※該当する場合、４種のうちいずれか一つのみ算定
介護職員処遇改善加算（ ）I

上記ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費及び各種加算の２．５
％に相当する額

【その他利用料金】

宿泊費（１日あたり） １，９７０円
食事提供に掛かる費用

朝食 ４２０円
昼食 ５７８円
夕食 ５７８円
嚥下食を希望された場合の追加料金 ５０円

テレビ賃貸料（１日あたり） ２００円

【手数料等】

口座引落手数料
（口座引落１件につき） ５０円
利用料支払い延滞料
（滞納が３ヵ月分、または４ 未払金に対して年利３％

）ヶ月以前の滞納がある場合


